
西 大 島 自 治 会 規 約

第１章 総 則

第１条 本会は，西大島自治会という。

第２条 本会は，西大島区域内に居住する者をもって構成する。

第３条 本会の事務所は，会長宅におく。

第４条 本会に班及び組をおく。

第２章 目 的

第５条 本会は，区域内住民の親睦と福祉を増進し，地域の発展を図る事を目的とする。

第３章 事 業

第６条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行なう。

１．住民の親睦に関すること。

２．生活環境の改善に関すること。

３．文化・スポーツの復興に関すること。

４．会内各種団体の育成に関すること。

５．住民の慶弔に関すること。

６．共有財産に関すること。

７．その他目的達成に関すること。

第４章 役 員

第７条 本会に次の役員をおく。

会 長 １名 副会長 １名 会計長 １名

班 長 若干名 監 事 ２名

２．会長・副会長及び監事は会員の中から役員会で選出し，総代会の承認を得るものとす

る。

３． 会計長は，役員会の承認を得て会長が任命する。

４．班長は，班内で選出する。

第８条 役員の任務は，次のとおりとする。

１．会長は，本会を代表して会務を総理し，会議の招集を行い，業務を執行する。

２．副会長は，会長を補佐し，会長事故あるときはこれを代理する。

３．班長は，本会及び担当班の事業の推進にあたる。

４．監事は，年１回以上本会の会計監査を行なうものとし，その結果を総代会に報告する。

第９条 役員の任期は，２年とし，再任を妨げない。

２．補欠により就任した役員の任期は，前任者の残任期間とする。

第 10条 本会に顧問をおくことができる。顧問は，役員の承認を得て会長が委託する。



第５章 会 議

第 11条 本会に次の機関をおく。

１．総代会

２．役員会

第 12条 総代会は，各代議員及び役員で構成する。代議員は組長が兼務する。

２．定期総代会は，毎年４月に開き，臨時総代会は会長が必要と認めたとき，又は会員

の３分の１以上の者から請求があったときは，会長が招集し開催するものとする。

３．総代会は，構成員の２分の１以上（委任状を含む）の者の出席をもって成立し，議

事は，出席者の過半数で決定する。

第 13条 総代会は，次の各号に掲げる事項を審議し決定する。

１．規約改正に関すること。

２．役員の承認に関すること。

３．事業計画，予算に関すること。

４．事業報告，決算に関すること。

５．その他重要と認められること。

第 14条 役員会は，会長，副会長，班長，会計長で構成し，必要に応じて会長が招集する。

第 15条 運営委員会は，会長，副会長，班長（兼務），会計長並びに区域内各種団体の代表者

により構成し，本会事業の運営，推進にあたり，必要に応じて会長が招集する。

第６章 会 計

第 16条 本会の会費は，世帯会費，寄付金その他の収入をもって充てる。

２．世帯会費は月額１５０円とし，３ヶ月分を各組毎にとりまとめ，会計長に納入する。

（４月，７月，１０月，１月の月末）

第 17条 本会の会計年度は，毎年４月に始まり翌年３月３１日に終わる。

第７章 個人情報保護

第 18条 本会が自治会活動を推進するため必要とする個人情報の習得，利用，提供及び管理

については，「個人情報取扱規程」に定め，適正に運用するものとする。

付 則

規約制定 平成元年４月１５日

規約一部改正 平成２２年４月１１日

各種団体とは子供会，高齢者クラブ，保健推進委員，防犯パトロール隊等を言う。

規約一部改正 平成２７年４月１２日

規約一部改正 平成３０年４月１５日

規約一部改正 令和４年４月１０日



細 則

西 大 島 自 治 会 個 人 情 報 取 扱 規 程

（目的）

第１条 この規程は，本会が保有する個人情報の適正な取扱いと事業の円滑な運営を図るため，

個人の権利利益を保護することを目的とする。

（責務）

第２条 本会は，個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに，自治会活動において個

人情報の保護に努めるものとする。

（周知）

第３条 個人情報の取扱いの方法は，総会資料又は回覧により会員に周知する。

（個人情報の取得）

第４条 前条の個人情報とは，「自治会加入届」，「家族（世帯）カード」等して会長に提出さ

れた書類であって次に掲げる事項を記したものとする。

（１） 氏名（家族及び同居人の者を含む。），生年月日､性別，住所及び電話番号

（２） 必要がある場合にあっては勤務先

（３） 通学先（義務教育に限る。）

（４） その他必要とする事項であって同意を得たもの

（個人情報の利用）

第５条 取得した個人情報は，次に掲げる目的に沿った利用を行うものとする。

（１） 会費の請求，会員届の受理，行事への参加申し込み，文書の送付

（２） 会員名簿及び地図の作成

（個人情報の管理）

第６条 個人情報は，会長又は会長が指定する役員が保管するものとし，適正に管理する。

２ 不要となった個人情報は，速やかに，会長立会いの下で適正に廃棄するものとする。

（個人情報の提供先）

第７条 個人情報は，次に掲げる場合を除き，あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供

しない。

（１） 法令に基づく場合

（２） 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合

（３） 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

（４） 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の規定により事

務を遂行することに対して協力する必要がある場合

（５） ひたちなか市自治会連合会その他これに準じる公共目的の団体・学校に提供す

る場合

（６） その他本会であらかじめ決めた提供先に提供する場合


